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三田市条例第  号 
 

三田市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

三田市介護保険条例（平成１２年三田市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

第７条第１項各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「３３，７２０円」を「２８，

８００円」に改め、同項第２号中「４２，１５０円」を「４３，３６０円」に改め、

同項第３号中「５０，５８０円」を「４３，６８０円」に改め、同項第４号中「６

０，７００円」を「５６，９７０円」に改め、同項第５号中「６７，４５０円」を

「６３，３１０円」に改め、同項第６号中「８０，９４０円」を「７５，９７０円」

に改め、同号イ中「令第２２条の２の２第７項第２号」を「生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第６条第２項」に、「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１

１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同項第７号中「８７，６８０円」を

「８２，３００円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１

１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同項第８号中「１０１，１７０円」

を「９４，９６０円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第

１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同項第９号中「１１４，６６０円」

を「１０７，６２０円」に改め、同号ア中「４００万円未満」を「４２０万円未満」

に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１

３号イ」に改め、同項第１０号中「１２８，１５０円」を「１２０，２８０円」に

改め、同号ア中「４００万円以上」を「４２０万円以上」に改め、同号イ中「除く。）」

の次に「、次号イ、第１２号イ又は第１３号イ」を追加し、同項第１１号中「１４

１，６４０円」を「１５１，９４０円」に改め、同号を同項第１４号とし、第１０

号の次に次の３号を加える。 

 (11) 次のいずれかに該当する者 １３２，９５０円 

ア 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第



１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１３号イに該当する者

を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １３９，２８０円 

ア 合計所得金額が８００万円以上１，０００万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 (13) 次のいずれかに該当する者 １４５，６１０円 

ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第７条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」

に、「２０，２３０円」を「１８，０４０円」に改め、同条第３項中「令和３年度か

ら令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「「２０，２３０円」とあるの

は、「３３，７２０円」」を「「１８，０４０円」とあるのは、「３０，７００円」」に

改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」

に、「「２０，２３０円」とあるのは、「４７，２１０円」」を「「１８，０４０円」と

あるのは、「４３，３６０円」」に改める。 

 第９条第３項中「ロ及びハ」を「ロ若しくはハ」に、「並びに第６号ロ」を「、第

６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又

は第１３号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第６号まで」を「第３９条第１項第

１号から第１３号まで」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （保険料率に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市介護保険条例第７条の規定は、令和６年度以後

の年度分の保険料率について適用し、令和５年度分までの保険料率については、



なお従前の例による。 


